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 国民健康保険の保険料（税）を滞納している世帯主等に対する措置 

に関連する取扱いについて（周知） 

 

 

国民健康保険制度の円滑な運営につきましては、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第 48 号）による国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）の改正によ

り、国民健康保険料（税）を滞納している世帯主等（以下「保険料滞納世帯主等」という。）に

対し、被保険者証の返還を求めた上で、被保険者資格証明書を交付する仕組みが廃止されたこと

に伴う保険料滞納世帯主等に対する措置については、「国民健康保険の保険料（税）を滞納して

いる世帯主等に対する措置の取扱いについて」（令和６年９月 20日付け保国発 0920第１号厚生

労働省保険局国民健康保険課長通知）等により、その取扱いをお示ししてきたところです。 

これに関連して、特別療養費の支給対象である被保険者において医療を受ける必要が生じ、か

つ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出が行われた場合の対応につい

ては、従前の別添の取扱いと同様であり、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の判断により、

特別療養費を支給する旨の記載のない、通常よりも有効期限の短い資格確認書を交付すること

等により、特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行うことができるものですので、この取扱

いについて改めて御了知いただくとともに、貴管内の市町村及び国民健康保険組合への周知を

お願いいたします。 
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